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神
倉
寛
明
議
員
が
失
職

　

神
倉
寛
明
議
員
は
、
神
奈
川
県
議
会

議
員
選
挙
に
立
候
補
し
た
た
め
、
公
職

選
挙
法
第
90
条
に
よ
り
、
４
月
３
日
付

で
失
職
し
ま
し
た
。

秦
野
市
副
市
長
の
選
任
に
つ
い
て

▼
要　
旨

　

金
丸
美
彦
副
市
長
の
任
期
が
平
成
27

年
３
月
31
日
に
満
了
す
る
こ
と
に
伴
い
、

同
副
市
長
を
再
び
選
任
す
る
も
の
。

　

金
丸
氏
は
昭
和
26
年
生
ま
れ
。
平
成

23
年
か
ら
現
職
。

▼
議
決
結
果

　

本
会
議　

同　
　

意
（
賛
成
多
数
）

　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

秦
野
市
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

▼
要　
旨

　

一
色
義
信
委
員
の
任
期
が
平
成
27
年

３
月
31
日
に
満
了
す
る
こ
と
に
伴
い
、

後
任
に

川
裕
美
子
氏
を
選
任
す
る
も

の
。

　

川
氏
は
昭
和
36
年
生
ま
れ
。
現
在

議
提
議
案
第
１
号　
折
口
隆
二
郎
議
員

に
対
す
る
辞
職
勧
告
決
議
に
つ
い
て

▼
要　
旨

　

自
ら
が
、
地
方
紙
に
掲
載
し
た
政
務

活
動
費
の
全
額
未
使
用
な
ど
を
内
容
と

し
た
意
見
広
告
に
誤
り
が
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
訂
正
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、

秦
野
市
議
会
議
員
政
治
倫
理
規
程
に
反

す
る
行
為
で
あ
る
と
し
て
、
秦
野
市
議

会
議
員
政
治
倫
理
審
査
会
で
の
審
査
結

果
を
踏
ま
え
、
議
長
に
お
い
て
、
議
員

連
絡
会
な
ど
の
場
に
お
け
る
謝
罪
と
と

も
に
、
30
日
間
の
市
庁
舎
へ
の
登
庁
禁

止
の
措
置
を
講
じ
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
措
置
に
従
わ
ず
、
平

然
と
登
庁
し
た
ば
か
り
か
、
現
在
も
反

省
の
意
を
全
く
示
さ
な
い
こ
と
は
、
議

会
の
名
誉
と
品
位
を
損
ね
、
本
市
議
会

委
員
会
提
出
議
案
第
１
号　
秦
野
市
議

会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ

と
に
つ
い
て

▼
要　
旨

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に

関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
教

育
委
員
会
の
委
員
長
と
教
育
長
が
一
本

化
さ
れ
た
新
「
教
育
長
」
が
設
置
さ
れ
、

議
案
第
７
号　
秦
野
市
介
護
保
険
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て

▼
要　
旨

　

65
歳
以
上
の
介
護
保
険
被
保
険
者
に

係
る
保
険
料
率
に
つ
い
て
、
負
担
能
力

に
応
じ
た
保
険
料
を
賦
課
す
る
た
め
、

所
得
段
階
別
の
区
分
を
10
段
階
か
ら
12

段
階
に
改
め
、
平
成
27
年
度
か
ら
29
年

度
ま
で
の
保
険
料
率
を
定
め
る
も
の
。

　

ま
た
、
介
護
保
険
法
の
改
正
に
伴
い
、

本
市
が
実
施
す
る
介
護
予
防
・
日
常
生

活
支
援
総
合
事
業
の
開
始
時
期
に
係
る

規
定
を
設
け
る
も
の
。

　

な
お
、
こ
の
条
例
の
施
行
日
は
、
平

成
27
年
４
月
１
日
と
す
る
も
の
。

▼
付
託
委
員
会

　

文
教
福
祉
常
任
委
員
会

▼
委
員
会
で
の
主
な
質
疑

問　
第
６
期
介
護
保
険
事
業
計
画
の
策

定
に
当
た
り
、
保
険
料
は
ど
の
よ
う
に

算
定
し
た
の
か
。

答　
平
成
27
年
度
か
ら
29
年
度
ま
で
の

第
６
期
計
画
期
間
に
要
す
る
財
源
か
ら
、

公
費
負
担
分
の
50
％
と
第
２
号
被
保
険

者
の
保
険
料
分
28
％
を
除
い
た
、
22
％

が
第
１
号
被
保
険
者
の
保
険
料
と
な
る

が
、
介
護
保
険
給
付
費
等
準
備
基
金
を

３
億
円
取
り
崩
す
と
と
も
に
、
最
高
所

得
段
階
の
階
層
を
細
分
化
す
る
こ
と
に

よ
り
、
保
険
料
基
準
月
額
を
５
２
０
０

平
27
陳
情
第
１
号　
公
共
施
設
の
使
用

料
値
上
げ
方
針
の
撤
回
を
求
め
る
陳
情

▼
願　
意

　

公
共
施
設
使
用
料
の
大
幅
値
上
げ
は
、

市
民
へ
の
負
担
が
大
き
い
た
め
、
公
民

館
な
ど
公
共
施
設
の
使
用
料
値
上
げ
の

方
針
を
撤
回
し
て
ほ
し
い
。

▼
付
託
委
員
会

　

総
務
常
任
委
員
会

▼
委
員
会
で
の
主
な
質
疑
・
意
見

問　
公
共
施
設
の
利
用
者
負
担
の
適
正

化
に
関
す
る
方
針
に
お
け
る
、
利
用
者

負
担
の
考
え
方
は
ど
の
よ
う
か
。

答　
施
設
の
稼
働
率
を
50
％
と
想
定
し

た
上
で
、
管
理
運
営
な
ど
に
係
る
す
べ

て
の
経
費
の
３
分
の
１
に
当
た
る
額
を
、

利
用
者
が
負
担
す
る
こ
と
を
原
則
と
し

て
い
る
。

問　
こ
の
方
針
に
基
づ
い
た
、
各
施
設

の
使
用
料
の
試
算
は
ど
の
よ
う
か
。
ま

は
、

川
裕
美
子
税
理
士
事
務
所
を
開

業
。

▼
議
決
結
果

　

本
会
議　

同　
　

意

　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

秦
野
市
公
平
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ

い
て

▼
要　
旨

　

小
久
保
孝
二
委
員
の
任
期
が
平
成
27

年
３
月
31
日
に
満
了
す
る
こ
と
に
伴
い
、

同
委
員
を
再
び
選
任
す
る
も
の
。

　

小
久
保
氏
は
昭
和
24
年
生
ま
れ
。
平

成
16
年
か
ら
現
職
。

▼
議
決
結
果

　

本
会
議　

同　
　

意

へ
の
市
民
の
信
頼
を
大
き
く
失
墜
さ
せ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
折
口
隆
二

郎
議
員
に
、
議
員
辞
職
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て
、
決
議
す
る
も
の
。

▼
反
対
討
論

　

会
派
と
し
て
は
、
折
口
議
員
の
存
在

を
根
拠
と
し
て
交
付
さ
れ
た
政
務
活
動

費
は
事
実
上
使
用
し
て
い
な
い
と
考
え

て
い
る
た
め
、
反
対
す
る
。

▼
賛
成
討
論

　

既
に
議
会
全
体
で
決
定
さ
れ
た
事
柄

に
対
し
て
は
、
そ
の
理
由
に
か
か
わ
ら

ず
、
市
民
か
ら
信
託
を
受
け
た
市
議
会

議
員
と
し
て
、
従
う
の
は
当
然
で
あ
り
、

議
長
の
措
置
に
従
う
べ
き
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
賛
成
す
る
。

▼
議
決
結
果

　

本
会
議　

原
案
可
決
（
賛
成
多
数
）

教
育
委
員
会
の
代
表
者
が
教
育
長
に
な

る
こ
と
に
伴
い
、
委
員
会
に
お
け
る
出

席
説
明
の
要
求
を
新
「
教
育
長
」
に
対

し
て
行
う
こ
と
と
す
る
た
め
、
改
正
す

る
も
の
。

▼
議
決
結
果

　

本
会
議　

原
案
可
決
（
賛
成
全
員
）

円
に
抑
え
る
こ
と
と
し
た
。

問　
介
護
保
険
法
の
改
正
に
よ
り
、
現

在
、
要
支
援
認
定
者
が
利
用
し
て
い
る

サ
ー
ビ
ス
の
一
部
が
廃
止
さ
れ
、
平
成

27
年
４
月
１
日
か
ら
、
市
町
村
が
独
自

に
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事

業
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

本
市
は
条
例
の
附
則
に
よ
り
、
29
年
３

月
31
日
ま
で
事
業
の
実
施
を
猶
予
し
て

い
る
理
由
は
ど
の
よ
う
か
。

答　
早
期
の
実
施
を
目
指
し
、
体
制
整

備
を
図
る
が
、
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
を
十

分
に
調
査
す
る
と
と
も
に
、
よ
り
地
域

に
根
差
し
た
事
業
と
し
て
進
め
て
い
く

必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
定
の
期
間

を
要
す
る
た
め
猶
予
し
て
い
る
。

▼
反
対
討
論

　

他
市
の
事
例
な
ど
を
学
び
、
低
所
得

者
の
負
担
を
最
大
限
少
な
く
す
る
よ
う

工
夫
す
べ
き
で
あ
る
た
め
、
反
対
す
る
。

▼
議
決
結
果

　

委
員
会　

原
案
可
決
（
賛
成
全
員
）

　

本
会
議　

原
案
可
決
（
賛
成
多
数
）

た
、
負
担
感
の
緩
和
を
図
る
必
要
が
あ

る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

答　
試
算
で
は
、
改
定
前
の
４
倍
か
ら

５
倍
に
な
る
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

利
用
者
の
負
担
を
考
慮
し
、
２
・
５
倍

を
限
度
と
し
た
が
、
曜
日
や
時
間
で
差

を
つ
け
る
場
合
は
、
３
倍
に
設
定
し
て

い
る
。
な
お
、
弘
法
の
里
湯
や
市
営
駐

車
場
な
ど
、
使
用
料
を
見
直
す
必
要
の

な
い
施
設
も
あ
る
。

委
員
会
の
意
見　
今
後
も
市
民
に
対
し

て
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
講
じ
て
、
丁
寧

な
説
明
を
行
い
、
理
解
が
得
ら
れ
る
よ

う
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

▼
反
対
討
論

　

費
用
負
担
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
は
、

市
民
全
体
が
真
剣
に
考
え
る
必
要
が
あ

り
、
こ
れ
を
機
会
に
時
間
を
か
け
て
議

論
す
る
価
値
が
あ
る
。
現
段
階
で
方
針

を
撤
回
す
れ
ば
こ
の
問
題
は
な
か
っ
た

　

風
薫
る
季
節
と
な
り
ま
し
た
。
皆
さ

ま
、
い
か
が
お
過
ご
し
で
す
か
。

　

こ
の
定
例
会
で
は
、
予
算
審
議
を
は

じ
め
、
代
表
質
問
や
一
般
質
問
で
、
市

長
が
示
し
た
施
政
方
針
や
個
別
の
施
策

に
つ
い
て
、
活
発
な
議
論
を
展
開
し
ま

し
た
。
こ
れ
ら
の
議
論
が
市
政
に
反
映

さ
れ
、
よ
り
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
と
な

る
よ
う
、
議
会
と
し
て
も
努
力
し
ま
す
。

　

な
お
、
議
会
活
動
の
内
容
を
お
伝
え

し
て
い
る
、
こ
の
「
議
会
だ
よ
り
」
も
、

皆
さ
ま
に
、
さ
ら
に
親
し
ま
れ
る
よ
う
、

工
夫
を
重
ね
て
い
き
ま
す
。

継
続
審
査
と
な
っ
た
陳
情

副
市
長
に
金
丸
氏
を
再
任

　
監
査
委
員
に
川
氏
を
選
任

　
　
公
平
委
員
会
委
員
に
小
久
保
氏
を
再
任

折
口
隆
二
郎
議
員
に
対
す
る

辞
職
勧
告
を
決
議

秦
野
市
議
会委員

会
条
例
の
一
部
を
改
正

介
護
保
険
料
な
ど
を
改
正

▼
文
教
福
祉
常
任
委
員
会

平
26
陳
情
第
７
号　
秦
野
市
で
中
学
校

完
全
給
食
実
施
を
求
め
る
陳
情

◆次号の議会だより（8月中旬の日曜日発行予定）では、6月定例会の概要などをお知らせします。

議

案

審

議
議
案
審
議
は

１
面
に
も
掲
載

（

）

議会を傍聴しましょう！
　議会では、秦野市をより暮らしやすいまちとするため、予算や条例を
はじめ、市のさまざまな重要案件を議論し、決定しています。
　本会議当日、本庁舎５階の傍聴席入り口で、住所・氏名を記入するだ
けでだれでも傍聴することができます。
　なお、委員会を傍聴される方は、当日４階議会事務局にお越しください。

6月  ２日(火) 午 前 ９ 時 本会議 (開会・提案説明 )
４日(木) 〃 本会議 (議案審議 )
５日(金) 〃 本会議 (一般質問 )
８日(月) 〃 本会議 (一般質問 )
９日(火) 〃 本会議 (一般質問 )
10日(水) 午前９時30分 総務常任委員会
11日(木) 〃 文教福祉常任委員会
12日(金) 〃 環境産業常任委員会
15日(月) 〃 都市建設常任委員会
16日(火) 〃 議会運営委員会
17日(水) 午 前 ９ 時 議会活性化特別委員会
22日(月) 午前９時30分 本会議 (委員長報告・議案審議・閉会)

※会議の日程や時刻は変更することがあります。

6 月定例会日程

金丸　美彦
副　市　長

陳

情

公
共
施
設
使
用
料
値
上
げ
方
針
の

撤
回
を
求
め
る
陳
情
は
不
採
択

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
採
択
す

べ
き
で
は
な
い
。

▼
賛
成
討
論

　

公
民
館
の
使
用
料
値
上
げ
は
、
地
方

自
治
体
と
し
て
の
任
務
を
放
棄
す
る
こ

と
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
採
択
す
べ
き
で

あ
る
。

▼
議
決
結
果

　

委
員
会　

不
採
択
（
賛
成
な
し
）

　

本
会
議　

不
採
択
（
賛
成
少
数
）

請願・陳情の提出について
　平成27年６月定例会での請願・
陳情は、開会日から 6日前の5月
27日（水）午後 5時までに提出され
たものが対象となります。
　書式例などは、秦野市議会ホー
ムページに掲載しています。
　なお、提出の際は、事前に議会
事務局（☎82－9652）までご連絡
ください。

市議会では、市民の皆さまに議会の様子を広くお伝えするため、本会議の映像をインターネットで配信しています。ぜひご覧ください。インターネットで生＆録画中継 !!


